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(57)【要約】
【課題】本発明の課題は、炭酸ガスを含有するアルコール飲料であって、苦味・収斂味の
刺激感を抑制しつつ、適度な酸甘味と爽快な味わいを備え、自然な香味を有するアルコー
ル飲料を提供することである。
【解決手段】炭酸ガスを含有する容器詰めアルコール飲料において、全フェノール含有量
を４００～９５０ｐｐｍ、スクロースとグルコースとフルクトースの各含有量の合計値を
４．８～７．２ｇ／１００ｍＬとすることによって、苦味・収斂味の刺激感を抑制しつつ
、適度な酸甘味と爽快な味わいを備え、果汁による自然な香味を有するアルコール飲料が
得られる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　全フェノールの含有量が４００～９５０ｐｐｍ、スクロースとグルコースとフルクトー
スの各含有量の合計値が４．８～７．２ｇ／１００ｍＬである、炭酸ガスを含有する容器
詰めアルコール飲料。
【請求項２】
　ヘスペリジンの含有量が０．５～５ｐｐｍである、請求項１に記載のアルコール飲料。
【請求項３】
　醸造酒を含んでなる、請求項１または２に記載のアルコール飲料。
【請求項４】
　醸造酒としてワインを含んでなる、請求項１～３のいずれかに記載のアルコール飲料。
【請求項５】
　アルコールの含有量が１～１５ｖ／ｖ％である、請求項１～４のいずれかに記載のアル
コール飲料。
【請求項６】
　果汁を含有する、請求項１～５のいずれかに記載のアルコール飲料。
【請求項７】
　炭酸ガスを含有する容器詰めアルコール飲料の製造方法であって、
　全フェノールの含有量が４００～９５０ｐｐｍ、スクロースとグルコースとフルクトー
スの各含有量の合計値が４．８～７．２ｇ／１００ｍＬであるアルコール飲料を調製する
工程と、調製したアルコール飲料を容器に充填する工程と、を含む上記方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容器詰めアルコール飲料に関する。特に本発明は、炭酸ガスを含有する、ア
ルコール飲料に関する。特に本発明は、自然な香味を備え、ボディ感と爽快感を兼ね備え
た、苦味・収斂味の刺激感が改善されたアルコール飲料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　市販されている容器詰めアルコール飲料は、ビール、チューハイ、リキュール、スピリ
ッツ、ウイスキー、果実酒、甘味果実酒、等、様々ある。また、近年、チューハイや甘味
果実酒、等、柑橘系果汁を初めとする果汁を含有するアルコール飲料が人気である。果実
の風味を特徴とするものが多いが、このような果実風味の容器詰めアルコール飲料は、香
料だけでは十分な果実の風味を付与することは難しいため、果汁を配合することによって
、果実の風味の充実を図っている（特許文献１～４参照）。
【０００３】
　特に、開栓してそのまますぐに飲めるタイプの容器詰めアルコール飲料（ＲＴＤ：Read
y To Drink）が消費者に人気である。日本では、チューハイ、カクテル、ハイボールとい
ったＲＴＤの売上が伸びている。
【０００４】
　また、外国では、ＲＴＳ（Ready To Serve）のアルコール飲料の市場が拡大している。
ＲＴＤおよびＲＴＳ飲料は、多くのものはアルコール度数が１５％未満である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１９５１２５号公報
【特許文献２】特開２００９－１９５１２２号公報
【特許文献３】特開２００９－１５３４８３号公報
【特許文献４】特開２０００－３１２５８０号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　アルコール飲料に爽快感を得るために、炭酸ガスを含有させることが行われる場合があ
る。また果実または果汁風味アルコール飲料であれば、さらに果汁量の調整等により甘さ
を減らすことも行われる。しかし、アルコール飲料に炭酸ガスを含有させるだけでは、果
汁または果実由来の果実感と炭酸の爽快感を両立させることが難しく、苦味や収斂味の刺
激感が顕著に感じられるようになってしまうことがある。さらに、果汁量または甘さを減
らすと、ボディ感（酒のコクや深い味わい）を損なうことがある。あるいは、果汁や糖や
甘味料等により、甘さを強くすることで刺激感等を緩和させると、果汁に由来する自然な
香味が損なわれ、また炭酸の爽快感が失われてしまうという課題があった。
【０００７】
　このような状況に鑑み、本発明の課題は、炭酸ガスを含有するアルコール飲料において
、苦味や収斂味の刺激感を抑制しつつ、適度なボディ感と酸甘味と爽快な味わいを備え、
果汁または果実由来成分による自然な香味を有するアルコール飲料を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、以上のような課題に鑑みて鋭意研究した結果、炭酸ガスを含有する容器
詰めアルコール飲料において、全フェノール含有量を４００～９５０ｐｐｍ、スクロース
とグルコースとフルクトースの各含有量の合計値を４．８～７．２ｇ／１００ｍＬとする
ことによって、苦味や収斂味の刺激感を抑制しつつ、適度なボディ感と酸甘味と爽快な味
わいを備え、果汁または果実由来成分による自然な香味を有する炭酸ガスを含有するアル
コール飲料が得られることを見出し、本発明を完成させるに至った。
【０００９】
　すなわち、本発明は、これらに限定されないが、以下の態様を含む。
（１）　全フェノールの含有量が４００～９５０ｐｐｍ、スクロースとグルコースとフル
クトースの各含有量の合計値が４．８～７．２ｇ／１００ｍＬである、炭酸ガスを含有す
る容器詰めアルコール飲料。
（２）　ヘスペリジンの含有量が０．５～５ｐｐｍである、（１）に記載のアルコール飲
料。
（３）　醸造酒を含んでなる、（１）または（２）に記載のアルコール飲料。
（４）　醸造酒としてワインを含んでなる、（１）～（３）のいずれかに記載のアルコー
ル飲料。
（５）　アルコールの含有量が１～１５ｖ／ｖ％である、（１）～（４）のいずれかに記
載のアルコール飲料。
（６）　果汁を含有する、（１）～（５）のいずれかに記載のアルコール飲料。
（７）　炭酸ガスを含有する容器詰めアルコール飲料の製造方法であって、全フェノール
の含有量が４００～９５０ｐｐｍ、スクロースとグルコースとフルクトースの各含有量の
合計値が４．８～７．２ｇ／１００ｍＬであるアルコール飲料を調製する工程と、調製し
たアルコール飲料を容器に充填する工程と、を含む上記方法。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明により、苦味や収斂味の刺激感を抑制しつつ、適度なボディ感と酸甘味と爽快な
味わいを備え、自然な香味を有する炭酸ガスを含有するアルコール飲料を得ることができ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の容器詰めアルコール飲料は、炭酸ガスを含有し、全フェノール含有量が４００
～９５０ｐｐｍであり、スクロースとグルコースとフルクトースの各含有量の合計値が４
．８～７．２ｇ／１００ｍＬである。



(4) JP 2017-12008 A 2017.1.19

10

20

30

40

50

【００１２】
　全フェノール含有量
　全フェノールは、分子内に複数のフェノール性ヒドロキシ基（ベンゼン環、ナフタレン
環などの芳香環に結合したヒドロキシ基）を有する成分であり、本発明のアルコール飲料
においては、全フェノールの含有量を４００～９５０ｐｐｍとする。飲料中の全フェノー
ル含有量については、後述する実験１（２）の手順に基づいて定量することができる。
【００１３】
　本発明に係るアルコール飲料の全フェノールの含有量は、４５０～９００ｐｐｍである
ことが好ましく、５００～８５０ｐｐｍであることがより好ましく、５５０～８００ｐｐ
ｍであることがさらによい。全フェノールの含有量が９５０ｐｐｍよりも多いとアルコー
ル飲料の苦味や収斂味の刺激感が増加し後味が悪くなり、４００ｐｐｍよりも少ないとボ
ディ感（酒らしい厚みのある味わい）が不足することがある。
【００１４】
　スクロース、グルコース、フルクトース
　本発明に係るアルコール飲料においては、スクロースとグルコースとフルクトースの各
含有量の合計値を４．８～７．２ｇ／１００ｍＬという特定の範囲がよい。飲料中のスク
ロースとグルコースとフルクトースの含有量については、後述する実験１（２）の手順に
基づいて定量することができる。
【００１５】
　本発明に係るアルコール飲料においては、スクロースとグルコースとフルクトースの各
含有量の合計値を、飲料１００ｍｌあたり４．８～７．２ｇの範囲がよい。４．８ｇより
少なくなると、アルコール飲料の味のバランスが悪くなり、苦味が目立つ一方、７．２ｇ
より多くなると、アルコール飲料の甘さが顕著になり、かえって甘ったるくなってしまう
。
【００１６】
　アルコール飲料
　本発明の容器詰めアルコール飲料はアルコールを含有するが、アルコールは特に限定さ
れない。例えば、醸造アルコール、スピリッツ類（例えばジン、ウォッカ、ラム、テキー
ラ、ニュースピリッツ等のスピリッツ、及び原料用アルコールなど）、リキュール類、梅
酒、ウイスキー類、ブランデー等、又は焼酎（連続式蒸留焼酎、いわゆる甲類焼酎及び単
式蒸留焼酎、いわゆる乙類焼酎）等、更には日本酒、ワイン、スパークリングワイン、シ
ードル、ビール等の醸造酒を使用することができる。特に好ましい態様において、本発明
のアルコール飲料には、ワインや日本酒のような醸造酒を配合する。
【００１７】
　本発明のアルコール飲料のアルコール含有量は１～１５ｖ／ｖ％である。アルコール含
有量（エタノールの容量％）の範囲としては、１～１２ｖ／ｖ％が好ましく、３～１２ｖ
／ｖ％がより好ましく、５～１０ｖ／ｖ％が最も好ましい。なお、本発明において、特に
断りがない限り、「アルコール」とは、エタノールのことをいう。アルコール含有量が高
すぎると、アルコールの刺激が強くなりすぎてしまい、本発明による効果を感じにくくな
る。
【００１８】
　アルコール飲料のアルコールの含有量は、例えば、振動式密度計によって測定すること
ができる。試料を直火蒸留し、得られた留液の１５℃における密度を測定し、国税庁所定
分析法（平１９国税庁訓令第６号、平成１９年６月２２日改訂）の付表である「第２表　
アルコール分と密度（１５℃）及び比重（１５／１５℃）換算表」を用いて換算して求め
た値である。また、アルコールが極めて微量の場合には、ガスクロマトグラフィー（ＧＣ
）を用いて分析することができる。
【００１９】
　炭酸ガス
　本発明のアルコール飲料は、炭酸ガスを含有する。炭酸ガスをアルコール飲料に含ませ
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ると、苦味や収斂味の刺激感がより顕著に感じられる場合があるが、本発明によれば、優
れた香味のアルコール飲料を得ることができる。
【００２０】
　炭酸ガスの添加は、当業者に通常知られている方法を用いればよく、例えば、これらに
限定されないが、醸造酒として二酸化炭素を含むスパークリングワインやシードルを配合
しても良いし、二酸化炭素を加圧下で飲料に溶解させてもよいし、ツーヘンハーゲン社の
カーボネーターなどのミキサーを用いて配管中で二酸化炭素と飲料とを混合してもよいし
、また、二酸化炭素が充満したタンク中に飲料を噴霧することにより二酸化炭素を飲料に
吸収させてもよいし、飲料と炭酸水とを混合して炭酸ガス含有飲料としてもよい。
【００２１】
　本発明の炭酸ガス含有飲料における炭酸ガスの圧力は、炭酸ガスに由来する爽快感が感
じられる程度の圧力であることが好ましく、後述する炭酸ガス圧測定方法で液温が２０℃
において０．５～３．０ｋｇｆ／ｃｍ２、より好ましくは１．０～３．０ｋｇｆ／ｃｍ２

、さらに好ましくは１．５～２．５ｋｇｆ／ｃｍ２が好適である。
【００２２】
　本発明において、炭酸ガス圧は、京都電子工業製ガスボリューム測定装置ＧＶＡ－５０
０Ａを用いて測定した。飲料の液温を２０℃にし、前記ガスボリューム測定装置において
容器内空気中のガス抜き（スニフト）し、さらに振とうした後、炭酸ガス圧を測定した。
【００２３】
　ヘスペリジン
　好ましい態様において本発明のアルコール飲料は、ヘスペリジンを含有していてもよい
。ヘスペリジン（Hesperidin）は、柑橘類に多く含まれるフラボノイドであり、ポリフェ
ノールの一種であり、抗酸化作用を有しているとされる。特に好ましい態様において、本
発明のアルコール飲料のヘスペリジンの含有量は１．０～５．０ｍｇ／１００ｇであり、
１．５～４．５ｍｇ／１００ｇがさらに好ましい。１つの態様において、果汁または果実
由来成分を配合することによってアルコール飲料にヘスペリジンを含有させることができ
る。
【００２４】
　アルコール飲料のヘスペリジンの含有量は、公知の方法によることができ、例えば、液
体クロマトグラフィーなどによって組成物に含まれる成分を分離し、公知の検出器を用い
て定量することができる。
【００２５】
　果汁
　本発明のアルコール飲料には、果汁または果実由来成分を含有するために、果汁を含有
しても良い。果汁は通常の飲料に利用できるものであれば何ら制限なく使用することがで
き、果実を搾汁して得られる果汁をそのまま使用するストレート果汁、あるいは濃縮した
濃縮果汁のいずれの形態であってもよい。また、混濁果汁を使用することもでき、果実の
外皮を含む全果を破砕し種子など特に粗剛な固形物のみを除いた全果果汁、果実を裏ごし
した果実ピューレ、或いは、乾燥果実の果肉を破砕もしくは抽出した果汁を用いてもよい
。さらに酵母により発酵させた発酵果汁を用いてもよい。特に好ましい態様において、本
発明のアルコール飲料には、透明果汁と混濁果汁の両方を配合する。
【００２６】
　果汁の種類は、特に限定されないが、例えば、柑橘類果汁（オレンジ果汁、ミカン果汁
、グレープフルーツ果汁、レモン果汁、ライム果汁、等）、リンゴ果汁、ブドウ果汁、モ
モ果汁、熱帯果実果汁（パイナップル、グァバ、バナナ、マンゴー、アセロラ、パパイヤ
、パッションフルーツ、等）、その他果実の果汁（ウメ果汁、ナシ果汁、アンズ果汁、ス
モモ果汁、ベリー果汁、キウイフルーツ果汁、等）、トマト果汁、ニンジン果汁、イチゴ
果汁、メロン果汁などが挙げられ、好適には、柑橘類果汁（オレンジ果汁、ミカン果汁、
グレープフルーツ果汁、レモン果汁、ライム果汁、等）、ブドウ果汁、モモ果汁などが挙
げられる。これらの果汁は、１種類の果汁を単独使用しても、２種類以上を併用してもよ
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い。
【００２７】
　その他の成分
　本発明のアルコール飲料には、本発明の効果を妨げない範囲で、通常の飲料と同様、各
種添加剤等を配合してもよい。各種添加剤としては、例えば、果汁、甘味料、酸味料、香
料、ビタミン、色素類、酸化防止剤、乳化剤、保存料、調味料、エキス類、ｐＨ調整剤、
品質安定剤等を挙げることができる。例えば、糖類や甘味料を配合して、飲料の甘味を調
整してもよい。また、酸味料として、クエン酸、酒石酸、リンゴ酸、コハク酸、リン酸及
び乳酸のうちの１種以上を含有させると、飲料の酒らしい厚みと後味のスッキリさが増強
されるので好ましい。
【００２８】
　容器詰めアルコール飲料
　本発明の飲料は、容器詰めの形態である。容器の形態には、缶等の金属容器、ペットボ
トル、紙パック、ガラス瓶、パウチなどが含まれるが、これらに限定されない。例えば、
本発明の飲料を容器に充填した後に加熱殺菌を行う方法や、飲料を殺菌して容器に充填す
る方法を通じて、殺菌された容器詰め製品を製造することができる。
【００２９】
　また、本発明のアルコール飲料は、ｐＨが酸性から中性であることが好ましい。具体的
には、アルコール飲料のｐＨは、２．５～５．０であることが好ましく、２．７～４．５
であることがより好ましく、２．９～４．０であることがさらに好ましい。
【００３０】
　さらに、ある観点からは、本発明は、炭酸ガスを含有する容器詰めアルコール飲料の製
造方法であって、全フェノール含有量が４００～９５０ｐｐｍ、スクロースとグルコース
とフルクトースの各含有量の合計値が４．８～７．２ｇ／１００ｍＬであるアルコール飲
料を調製する工程と、調製したアルコール飲料を容器に充填する工程と、を含む。
【実施例】
【００３１】
　実験例に基づいて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実験例に限定
されるものではない。なお、本明細書において、特に記載しない限り、濃度などは重量基
準であり、数値範囲はその端点を含むものとして記載される。
【００３２】
　実験１：容器詰めアルコール飲料の製造と評価（その１）
（１）容器詰めアルコール飲料の製造
　５８０ｍｌのワイン用原料酒（赤ワインおよび白ワイン）、オレンジ果汁（透明果汁お
よび混濁果汁）を混合し、スクロースと水を添加して、下表に示すアルコール飲料１００
０ｍｌを調製した。得られたアルコール飲料にガス圧が液温２０℃において２．０ｋｇｆ
／ｃｍ２となるように炭酸ガスを含有させ、容器に充填した後、官能評価に供した（アル
コール含有量：７．０ｖ／ｖ％、ｐＨ３～３．５）。
【００３３】
　なお、飲料に含まれる全フェノール量を変化させる場合は、ワイン用原料酒中の赤ワイ
ンと白ワインの比率を変化させることで調整した（赤ワインの比率を高くすると全フェノ
ール含有量が大きくなる）。また、スクロースとフルクトースとグルコースの各含有量の
合計値については、スクロースの配合量を変化させて調整した。さらに、ヘスペリジンの
含有量を変化させる場合は、オレンジ透明果汁とオレンジ混濁果汁の比率を変化させるこ
とで調整した（混濁果汁の比率を高くするとヘスペリジンの含有量が大きくなる）。
（２）容器詰めアルコール飲料の分析
　下記の手順によって、全フェノールの含有量、ヘスペリジンの含有量を測定した。
（全フェノール含有量）
　フェノール類の持つ水酸基が、試薬中のモリブデン酸及びタングステン酸が結合を作っ
て発色する反応を利用して定量した。具体的には、水８．３ｍｌとサンプル０．２ｍｌを
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試験管に加え、均一に混合した後、フェノール試薬（和光純薬製）を０．５ｍｌ加える。
次いで５分以内に、無水炭酸ナトリウム溶液（１０％、和光純薬製試薬を純水に溶解し作
成）を１ｍｌ添加して均一に混合し、３０℃で３０分間反応させる。
【００３４】
　反応が終了後、セルに移し分光光度計（ＵＶ－２４５０、島津製作所製）を用いて、７
６０ｎｍにおける吸光度を測定する。
【００３５】
　没食子酸一水和物１１０．５ｍｇを水に溶かして１００ｍｌとし、没食子酸として１０
００ｍｇ／Ｌの溶液を調製した。この溶液を適宜希釈して濃度既知の標準試料を作製し、
上記のように吸光度を測定して検量線を作成した（縦軸：７６０ｎｍにおける吸光度、横
軸：没食子酸濃度ｍｇ／Ｌ）。この検量線を利用して、飲料の全フェノールの含有量を定
量した。
（スクロース、グルコース、フルクトースの各含有量）
　フローインジェクション装置を用いたバイオセンサ法（ＢＦ－７、王子計測機器製）に
よって測定した。
【００３６】
　純水で希釈した未知試料０．５ｍｌにスクロース分解酵素液０．５ｍｌを加えて混合し
、室温(１５～２５℃)にて１５分間以上放置し、試料中のスクロースをグルコースとフラ
クトースに分解した。バイオセンサを用いてこの溶液を分析し、グルコース、フラクトー
ス、スクロース加水分解分の各含有量を測定した。
【００３７】
　定量にあたっては、グルコース・フラクトース標準混合溶液（０．２ｗ／ｖ％、０．４
ｗ／ｖ％）を測定し、２次曲線近似により検量線を作成し、この検量線を用いて未知試料
の定量を行った。
（ヘスペリジン含有量）
　高速液体クロマトグラフィーを用いて定量した。
（３）容器詰めアルコール飲料の官能評価
　製造した容器詰めアルコール飲料について、下記の項目について専門パネル６名によっ
て５段階で評価し、６名の評点の平均点を記録した。
【００３８】
　「刺激感の無さ」は、爽快感、収斂味の無さ、後口のきれいさの３つの側面から評価し
、それらの平均点によって評価した。「ボディ感」および「刺激感の無さ」の評点がいず
れも３．５点以上は、特に優れた飲料と判断した。
（ボディ感：酒のコクや深い味わい）
５：ボディ感が十分に現われている
４：ボディ感が現われている
３：ボディ感がわずかに現われている
２：ボディ感があまり現われていない
１：ボディ感がほとんど現われていない
（爽快感：飲んだ際の後口の爽やかさ）
５：香味の爽快さが十分に現われている
４：香味の爽快さが現われている
３：香味の爽快さがわずかに現われている
２：香味の爽快さがあまり現われていない
１：香味の爽快さがほとんど現われていない
（収斂味の無さ：飲んだ後に口当たりの苦味や渋みが残らないこと）
５：後味の収斂味がほとんど感じられない
４：後味の収斂味がわずかに感じられる
３：後味の収斂味が感じられる
２：後味の収斂味が明確に感じられる
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（後口のきれいさ：飲んだ後の口中に残るべたつきや切れの悪さがないこと）
５：後口が十分にきれいである
４：後口がきれいである
３：後口がわずかにきれいである
２：後口があまりきれいではない
１：後口がほとんどきれいではない
【００３９】
【表１】

【００４０】
（４）評価結果
　表に示したように、スクロース、グルコース、フルクトースの各含有量の合計値が４．
８～７．２ｇ／１００ｍｌ程度であると、特に香味に優れたアルコール飲料を得ることが
できた。
【００４１】
　実験２：容器詰めアルコール飲料の製造と評価（その２）
　実験１と同様にして、容器詰めアルコール飲料を調製して評価した（アルコール含有量
：７．０ｖ／ｖ％、ｐＨ３～３．５、ガス圧：２．０ｋｇｆ／ｃｍ２）。
【００４２】
　表から明らかなように、本発明の容器詰めアルコール飲料は、ボディ感および刺激感の
いずれも優れていた。ヘスペリジンの含有量が１．０～５．０ｍｇ／１００ｇであると、
アルコール飲料の香味が特に優れたものとなった。
【００４３】
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【表２】

【００４４】
　実験３：市販のアルコール飲料の評価
　市販されている炭酸ガス含有のワイン系アルコール飲料３種について、その全フェノー
ルの含有量、ヘスペリジンの含有量、スクロース、グルコース、フルクトースの各含有量
を分析するとともに、官能評価を行った。また、実験１と同様にして、表３の成分を有す
る本発明の容器詰めアルコール飲料を調製し、官能評価に供した（３－１、炭酸ガス圧：
２．０ｋｇｆ／ｃｍ２、アルコール含有量：７．０ｖ／ｖ％、ｐＨ３～３．５）。
【００４５】
　結果を以下の表３に示すが、市販されている炭酸ガス含有のワイン系アルコール飲料は
、全フェノール含有量が少ないか多すぎるためにボディ感が乏しく、または後味が悪く、
全体的な香味に関しても本発明のアルコール飲料より劣っていた。
【００４６】
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